
 

○愛媛県土木部発注工事における県産品優先使用の実施要領 新旧対照表 

 

新 旧 

愛愛媛県土木部発注工事における県産品優先使用の実施要領 

 

１.目的～３.対象工事  省略 

 

４.取組内容 

 （１）、（２） 省略 

 

 （３）県産品の使用の有無等の確認 

監督員は、県産品の使用の有無、県産品を使用できない場合の理由

等について受注者に確認を行う。 

なお、県産品が存在しない資材については、「経済構造実態調査（製

造業事業所調査）」（経済産業省ホームページ参照）も参考にして受

注者に確認すること。 

また、確認資料（当該資材を取り扱っていない旨の県内販売業者の

証明書、見積書等）により確認する必要があると判断した場合には、

受注者に対して確認資料の提示を求めること。 

 

 （４）～（６） 省略 

 

附 則 

 この要領は、平成２６年７月１日から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和８年１月29日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県土木部発注工事における県産品優先使用の実施要領 

 

１.目的～３.対象工事  省略 

 

４.取組内容 

 （１）、（２） 省略 

 

 （３）県産品の使用の有無等の確認 

監督員は、県産品の使用の有無、県産品を使用できない場合の理由

等について受注者に確認を行う。 

なお、県産品が存在しない資材については、別紙「資材分類表」も

参考にして受注者に確認すること。 

また、確認資料（当該資材を取り扱っていない旨の県内販売業者の

証明書、見積書等）により確認する必要があると判断した場合には、

受注者に対して確認資料の提示を求めること。 

 

 

 （４）～（６） 省略 

 

附 則 

 この要領は、平成２６年７月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新 旧 

 

資材分類表１ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資材分類表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新 旧 

 

資材分類表２ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資材分類表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新 旧 

 

資材分類表３ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資材分類表３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新 旧 

 

 

県産品優先使用に係る特記仕様書   省略 

（様式１）～（様式３）       省略 

（様式１）記載例～（様式３）記載例 省略 

 

 

 

 

県産品優先使用に係る特記仕様書   省略 

（様式１）～（様式３）       省略 

（様式１）記載例～（様式３）記載例 省略 

 

 


